
※1 都市計画法、景観法、景観条例、建築基準法、屋外広告物法、屋外広告物条例による事前協議、認定、許可及び審査等の手続きを総称

※2 保存活用会議事務局および／または協議会事務局

※3 意見照会は各委員等への送付または持参。大規模案件等、特に必要がある場合は会議形式で協議

※4 報告は各委員等への送付または持参。特に必要がある場合は会議において報告

※5 ユネスコへの報告は必要に応じて実施

①事業等の把握・情報提供

⑫ モニタリング／情報蓄積

⑦緩和策の再検討
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細分析報告書

（案）の再提出

レベル２以下に
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【レベル１】

【レベル２】

事務局

事業者

①提出

【レベル３】

②報告

※4

レベル１：影響なし・軽微

レベル２：影響があるが許容範囲

レベル３：許容範囲を超える影響あり

事業者事務局

①依頼

②再提出

事業者学術委員会

文化庁
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⑧ ユネスコ172項報告 ※5

事業者
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事務局

事務局
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文化庁

⑬ ユネスコ定期報告 ※5

③ＨＩＡ詳細分析

不要報告書を作成

文化庁

（府市担当課経由）

府市所管課

（府市担当課経由）

保存活用会議
報告

協議会

承認

学術委員会

法令手続き対象事業（全エリア）【レベル１】

例）現状変更・景観協議※1

事務局

事業者
調整

専門部会

②協議

③回答

学術委員会

④意見照会／協議 ※3

⑤助言

府市世界遺産課

府市所管課

調整

府市世界遺産課

保存活用会議

④ＨＩＡ詳細分析
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事業者

（府市担当課経由）
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*世界遺産の保全
に関する項目

④ＥＩＡ評価項目へ

の追加*を依頼

⑨関係法令による許可等 （現状変更・景観協議 ※1・ＥＩＡ）

⑩事業着手

⑪完了報告
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例）遊具の設置・塗替

資産の整備計画

（エリア１）
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